
（様式第４号） 上田市男女共同参画推進委員会 会議概要

１ 審 議 会 名 上田市男女共同参画推進委員会

２ 日 時 平成２８年１１月１１日 午後２時００分から午後４時００分まで

３ 会 場 上田市市民プラザ・ゆう ２階 教養室

４ 出 席 者 古田睦美会長、竹田貴一副会長、清水博夫委員、岩野威生委員、竹花みい子委員、

田中晋委員、新井敦子委員、廉澤輝樹委員

５ 市側出席者 柳沢人権男女共同参画課長、佐藤課長補佐兼武石市民サービス係長、大塚真田市民

サービス課長、高寺真田市民サービス係長、斉藤丸子市民サービス課長補佐兼係長、

久保田課長補佐兼男女共同参画係長、糸魚川（株式会社めいほう）、男女共同参画係

酒井主査

６ 公開・非公開 公 開 ・ 一部公開 ・ 非公開

７ 傍 聴 者 0人 記者 0人
８ 会議概要作成年月日 平成２８年１１月１６日

協 議 事 項 等

１ 開 会（課長）

２ あいさつ（会長）

３ 審議事項

（１） 第３次男女共同参画計画案（第１章、第２章）の修正について

（事務局説明）

（委員）１９頁の基本目標１の隅付き括弧内の文言が訂正されていないので、訂正するように。

（２）第３次計男女共同参画計画（第３章）について

ア 「基本目標１女性が活躍できる社会の実現」の修正について

（事務局説明）

（会長）２９頁の「職場環境が図られるよう推進します」の表現を「推進します」或いは「図ります」と

した方がよい。

（委員）２８頁の「ダイバーシティ」及び「喫緊の課題」という表現をやさしい言葉にした方がよい。

（事務局）修正若しくは用語解説に記載して、市民が理解しやすいようにしていく。

イ 「基本目標２人権を尊重した男女共同参画意識の確立」について

（会長）４４頁のコミュニケーターは現在のところ何人で、どのような活用をしているのか。「コミュニ

ケーター等」という表現にした方がよい。

（会長）４４頁の地元の大学との連携について、市内には長野大学以外にも大学があるが、担当課は公立

大学法人化準備室で適当なのか。

（委員）４１頁の「現状と課題」の中には職場が入っているが、「施策の方向」には職場に関する記載が

ない。企業における教育や学習は各企業が自主的にやればいいという捉え方をされてしまうかも

しれないが、どうか。

（委員）４４頁の「事業所の役割」について、「人権侵害になりかねない表現」とは、具体的にはセクハ

ラ、パワハラを指すものなのか。わかりやすくする必要がある。

（事務局）コミュニケーターは１０人に委嘱しており、出前講座などで啓発活動をお願いしている。公立

大学法人化準備室は４月から名称や職務の内容が変わる予定である。施策の方向 19の「地域に
おける」を「地域や職場における」と修正するなど検討する。「事業所の役割」に関する文言に

ついても整理していく。

ウ 「基本目標３生涯を通じて安心して暮らせる地域の実現」について



（会長）５１頁の「現状と課題」は、国の「第４次基本計」を抜粋していると思われるが、市町村計画に

まで必要かどうかという文言も含まれているので、整理する必要がある。

（会長）４９頁の「HIV/エイズや子宮頸がんの…」は、科学的に実証されているのか。ここまで書く必
要があるのか。この文言が必要かどうかも含めて検討が必要である。

（会長）４９頁の「現状と課題」について、「身体的性差」という表現は必要か。性差よりそれぞれの個

人差を尊重することが重要である。

（委員）５６頁の「現状と課題」について、「防災・防犯活動（略）は、専業主婦（略）が担ってきまし

た」という表現は適当か。

（会長）防災の分野はこれまで女性が参画してこなかったから、今後は参画する必要があるという本計画

案の趣旨と矛盾する。

（会長）６０頁の DVの相談窓口に関して、県の相談窓口は市町村ごとに相談窓口を設けて支援体制を図
ることは困難であるという理由で機能を充実させている。「県と連携して」という文言を入れた

方がよい。

（事務局）審議の中で御意見をいただいた個所については、加筆、削除など、検討して修正していく。

（３）その他

（会長）計画策定の今後のスケジュールはどうなっているのか。

（事務局）本日の審議と庁内ワーキングの結果を反映したものを審議いただいた上で、パブリックコメン

トを実施し、再度修正したものを審議会で承認をいただいて答申としたい。パブリックコメン

トは１月１６日号の広報で周知したいと考えている。

（会長・委員）本日の審議等の結果を反映したものをあらためて審議する必要はないと思われる。

（会長）次回は、２月７日（火）午後２時から

４ 閉会


